
議題（１）ア 小地域福祉活動の状況 
（地域での見守り・助け合いのためのネットワークづくり） 

 

１ 前年度までの推移 

 項 目 R1 R2 R3 R４ R5 傾 向 

① 
ふれあいネットワーク 

活動の見守り世帯数 
１２５，４０７ １３６，２６２ 135,812 １３２，８４４ 133,382 

 

ほぼ横ば

い 

② 
ふれあいネットワーク 

活動の助け合い件数 
721,850 ６０３，８６９ 614,417 ６５５，８７５ ７０１,956 

 

増加 

③ 
連絡調整会議を定例的に 

開催する校(地)区数 
130 

コロナ禍

で正確な 

統計不可 

127 １３１ 126 

 

 

ほぼ横ば

い 

④ 
小地域福祉活動計画策定 

校(地)区数 
５ ３ １３ ６３ 28 

 

減少(※) 

⑤ 
ウェルクラブ活動等の 

参加者数 
１，３９３ ６８９ ７８８ １，１９２ 1,766 

 

増加 

⑥ サロン開設数 ４１７ ４３１ 599 548 630 
 

やや増加 

⑦ 
小地域福祉活動計画推進 

校(地)区数 
４９ ５１ ５９ ９５ 123 

 

増加 

※ 小地域福祉活動計画はＲ６年度１４校(地)区策定予定で、残り１８校(地)区 

 

 

２ ふれあいネットワーク活動（見守り・話し合い・助け合い）の状況（項目①～③） 

【取組事例①】 

田野浦校区社会福祉協議会では、高齢者など日常生活で困っている方を支援するため、

まちづくり協議会、自治連合会と協働し、新しい助け合いのしくみ「たのうらサポート

隊」を立ち上げ、令和６年９月にプレ実施、１０月から本格的に活動をスタートさせた。 

サポート隊の登録隊員（ボランティア）は、ゴミ出し、古紙回収、庭の草刈り・枝切り

などの生活するうえでの小さなお困りごとに対して支援を実施し、令和６年１２月末時

点で１０件のお困りごとに対応した。 

利用者のひとり暮らしの女性からは「今までできていたことが自分ではできなくなっ

たから、すごく助かる」等の声があり、依頼の問合せも徐々に増えてきている。 

地域では高齢化が進んでおり、日常生活を送る中で誰かの支援を必要としている方は

たくさんいる。 



今後活動を継続していく中で、一人の隊員に負担が集中しないようスケジュール等調整

し、利用者の方の要望に可能な限り迅速に対応できるよう体制を整えていく。また、ホーム

ページ等で本取組みの周知を図るとともに活動者も募集し、「みんなの力で田野浦を元気

に！」を合言葉に地域の支え合いの仕組みを構築していく。 

 

【取組事例②】 

西戸畑地区社会福祉協議会では、小地域福祉活動第二次計画の策定を進めている。そ

の中で、令和６年度は、地縁団体だけでなく、高齢者施設、障害者施設、病院、保育所も

計画の策定に参画することにより、多様な主体による連携が活発化してきている。 

実際に、高齢者施設と協働して令和６年４月に認知症カフェを西戸畑市民センターで

開催した。コロナ禍により交流が途絶えていた保育園児を認知症カフェに招き、にぎわ

いによる楽しい時間をつくったことで、高齢者の生きがいの醸成や児童の知識教育、情

緒の発達へとつながった。また、西戸畑地区は駅に隣接し、マンションが並ぶ地域のた

め転入者が多いことが特徴だが、本取組みにより世代間交流を図ったことで、住民・関

係機関のつながりも築けた。 

次年度以降も引き続き、地域内の福祉施設との協働による避難訓練など、多種多様な

機関が連携して地域の課題について取り組む等、地域福祉の向上を目指していく。 

 

 

３ 地域共生社会実現のための活動の状況（項目④～⑦） 

現在、小地域福祉活動計画の策定・推進を強化し、地域生活課題の解決に向けた取組

みを重点的に進められるようにしており、令和６年度は１５校(地)区社協が、第一次・

第二次・第三次計画の策定を目指し、１２３校(地)区社協が計画を推進することとなっ

た。 

サロン活動の校(地)区社協の実施率は約８割を超え、住民同士の交流や介護予防・健

康づくりという役割を果たしてきた。令和６年度は、２０校(地)区社協がサロン新設の

ための助成金を申請し、より身近で多様な居場所づくり活動が広がっている。 

また、ウェルクラブ活動として、地域の子どもたち（主に小学４～６年生）に「ふれあ

いネットワーク活動」等の校(地)区社協の取り組みに参加してもらうことで、次の世代

の活動者を育てるとともに、保護者等も加わった地域住民主体の福祉の風土づくりを進

めている。令和６年度は５１校(地)区社協（前年比約１．１倍）が取り組み、社会福祉施

設等の協力も得ながら支援した。  

 

４ 小地域福祉活動支援事業と生活困窮者自立支援・重層的支援体制整備との関係性 

小地域福祉活動支援事業は、何らかの困難や課題を有する人や世帯を早期に発見し、

支援につなげるふれあいネットワーク活動を中心に、地域のニーズに応じた住民主体の

様々な生活支援活動や啓発活動を推進している。 

近年、地域において生活困窮や社会的孤立などの問題を背景に地域生活課題が深刻化・

多様化するなか、これまで社協が取り組んできた総合相談・生活支援活動の取組等を強

化している。併せて地域における様々な関係機関・団体と共にニーズ発見や社会資源づ



くり、地域づくりの取組を発展させることを目指している。今後は、社協における総合

的な地域福祉の推進に向けた事業展開を一層強化していく。 

小地域福祉活動計画の策定・推進は、地域生活課題の解決に向けた実践を展開できる

取組であり、地域における多機関協働のプラットフォームとなっている。また、社会福

祉法人・福祉施設との公益的な取組の推進や、行政とのパートナーシップを図りながら

居場所づくり活動や生活支援活動等を進めることは、地域を中心とした重層的な支援体

制を構築し、地域共生社会の実現に資するものである。  

重層的支援体制整備については来年度から全市展開に向けて、複合的な課題を抱え社

会的孤立をしている当事者に対し、市・区社協の専門的なアプローチと校(地)区社協の

小地域福祉活動によるアプローチの両輪で支援を充実・強化させていく。 

 

 


